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　7月号に「特別企画、東日本大震災と JMAT」というコーナーを設け、出動された医療
従事者の方々に、経験された貴重な体験を各々の独自な視点から綴っていただきました。
この特別企画を今月号から数回に分けて、DMAT に参加された方々や、独自に被災地に向
かわれた方々にも報告していただき、記録に残すことと致しました。ご多忙な中を執筆し
ていただいた方々に厚く感謝申し上げます。　　　　　　　　[ 常任理事　田中　義人 ]

東日本大震災　派遣医療チーム出動記録 ( その 2)

特別企画　東日本大震災と DMAT特別企画　東日本大震災と DMAT

DMAT( 期間　平成 23年 3月 12 日～ 15 日 )
　独立行政法人国立病院機構関門医療センターの

井上　健医師、救急看護認定看護師の柴野　創氏、

経営企画係の水尻和夫係長が出務。臨時医療施設

等での医療に携わった。

東日本大震災に際して
医師　井上　健

平成 23 年 3 月 11 日午後 2時 50 分ごろ、患

者を近所の施設に送迎して返る車内で、たまたま

つけていたラジオから「岩手県に震度 7の地震

が発生した」放送が流れるのを耳にした。「震度

7？普通じゃないよね」と運転手と話をしながら

病院に帰着した。気になり、そのままテレビをつ

けたところ、津波が来る前の気仙沼の映像が流れ

ていた。しばらくボーっと見ていたが、次第に水

面が上がり船と車が流れ始めた。なんだか水面は

まだまだ上昇している。大変なことになった、と

思った。丁度 3時だった。すぐに副院長に電話

をした。「岩手で震度７の地震が起きて、気仙沼

が海にのみこまれている」。映像を言葉にしたの

だが、意味がよくわからなかったと思う。副院長

はすぐに私のところに来て、映像を共有した。看

護師も師長もモニター前でつぎつぎ立ち止まり釘

付けとなった。上空からとらえた平野を走るいく

つかの車。巨大な海がみるみる近づいている。早

く、早く逃げて。これは大変なことになった。

それから DMAT として出動してから帰還する

までのことは、無我夢中だった。隊員が全員無事

帰ってきた実感も、少し経ってから湧いてきた。

被災者のそばを離れない（患者と看護師）岩手花巻空港 SCU（全体）
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た場合生存する可能性は極めて低い。避難できた

かどうかが運命の分かれ道となった今回の災害の

特徴を示唆していた。津波や震災によって交通や

通信手段は断たれ、陸の孤島と化した地区が散在

し情報収集が極めて困難な状況となっていた。急

速に高まる支援の必要性に何もできず待機するこ

とに焦りやいら立ちを感じた。3月 13 日、花巻

SCUにて活動を行った。広域搬送3件に対応した。

3月14日後続して到着したDMAT隊に引き継ぎ、

退路につき、3月15日4時30分下関へ帰還した。

被災した方々の思いを共感し受け止めたいと

考えていたが、実際に傷病者の広域搬送に関わり、

思いを受け止める事が出来ない自分と対面するこ

とになった。被災者の中には、目の前で家族、家、

財産など全てを一瞬で失った人もいた。自分が体

験したことのない規模の危機的状況に対してなん

と声をかけてよいか言葉がなかった。患者さんの

思いを深く共感することが出来ないという無力感

を感じた。自分の経験、乗り越えたことしか深く

理解し共感することはできないということを痛感

した。「今の自分に何ができたのか？医療は提供

できたかもしれないが、何もできなかったかもし

れない」という疑問が残った。

　しかし花巻 SCU で活動されていた他の DMAT

隊の対応する姿に学ぶことができた。患者さんと

の距離は息のかかる距離で、いつも目を離さずそ

ばにいる事、誠実な笑顔でいる事、相手の気持ち

を推し量る事、謙虚に自分のできないことを知る

事の大切さを学ぶことができた。今回の DMAT

隊としての活動の学びを生かしていけるよう努力

していこうと決意した。また私達が DMAT とし

て活動させて頂いた陰には、県知事並びに活動の

調整をして頂いた関係職種の方々、DMAT 本部、

病院内の色々な職員の方々の暖かいご支援のお陰

であり、紙面をお借りして深く感謝申し上げます。

東日本大震災においてDMAT 隊員（調整員）と
して参加して

経営企画係長　水尻　和夫
3 月 11 日 15 時を過ぎた頃、病院内のあちこ

ちがざわつき初め、何か院内でトラブルでも発

生したのかと思った矢先、事務職員の 1人から、

「東北で地震が発生したらしい。テレビを見てみ

ろ」と知らされた。院内の防災センターに行って

みると既に数人の職員がテレビを見ており、あの

津波が押し寄せる映像が放送されていた。直感的

に DMAT 出動の可能性があると思い、とりあえ

ず出動準備にとりかかろうと、DMAT 隊のリー

ダー医師に連絡しようと PHS を手に取ろうとし

たところ、先生の方から連絡が入った。先生も

同意見であり、県からの出動要請・待機指示がく

るだろうから、幹部・関係部署への連絡、DMAT

隊員の招集、物品の準備、EMIS 入力等を行おう

と話し合った。DMAT 隊員である看護師 2人は、

当日は出勤ではなかったが、それぞれ連絡をして

きてくれたため、できるだけ早く病院に来て準備

を手伝って欲しい旨伝え、1時間後には病院で合

流していた。幹部等院内の連絡調整は、リーダー

医師が行い、出動人員は、医師 2名・看護師 2

名・調整員1名で調整がついた。物品については、

リスト化して各部署に保管してあるので、医療機

器は、ME技師に、医療消耗材料は、DMAT の看

護師 2人に、薬剤は、DMAT資格をもつ薬剤師に、

その他資材については私が準備を始めた。

17 時に県から待機指示があり、リーダー医

師・管理課長にその旨伝えた。18 時過ぎには物

品の準備は完了、EMIS に待機完了を入力し、県

からの次の指示を待つこととなった。19 時過ぎ

に EMIS より福岡空港に 2時間以内で参集でき

る DMAT の募集通知があったが、県と相談の上、

時間的に無理と判断、引き続き待機となった。

20 時に各隊員、一旦自宅へ戻り、各々個人準備

を行って 22時に病院集合となった。集合後、24

時まで病院で待機し、明朝までは動きはないと判

断し、翌日 8時再度集合で一旦解散した。
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帰宅後、0時 30 分頃、就寝した直後に県から

連絡が入った。福岡空港からの空便は使えないの

で、当院と山大病院チームに陸路で参集拠点であ

る茨城の筑波メディカルセンターに出動依頼があ

り、他の隊員に連絡、再度病院集合し、1時 30

分に官用車で出発した。ひたすら高速道路を東進

し続けていた 5時前に県から連絡が入った。地

震頻発で、茨城への道が絶たれているので、大阪

伊丹空港へ参集場所変更するので向かって欲しい

とのことであった。8時に大阪伊丹空港に到着・

報告すると、県立総合医療センターと徳山中央病

院の DMAT チームが先に到着していた。山大病

院チームは、ちょうど先程飛び立った自衛隊機で

花巻空港に向かったとのことであった。11 時出

発の便に乗ることとなったが、ここで足止めをく

らい、14 時まで出発が延びた。発災から丸 1日

が経過しようとしていた。自衛隊機に物品を積み

込む際、すべての物品を持って行くことはできな

いので、医療資機材を中心にして、毛布等の生活

資材の一部をおいていくこととしたことが、後々

後悔することとなった。自衛隊の輸送機に12チー

ム総勢 60 名の DMAT 隊員が乗り込み、皆、緊

張の面持ちのまま座席のベルトを装着していたの

が思い起こされる。

16時過ぎに岩手花巻空港に到着・報告。空港

内に SCU が立ち上げられ、被災患者の受入が行

われていた。かなりの数の DMAT 隊が集結して

おり、ある意味飽和状態となっており、とりあえ

ず待機状態となった。20 時半にリーダーとロジ

がそれぞれ集められてミーティングが行われた。

翌日の SCU 活動に参加が決まり、役割分担が話

し合われた。翌朝7時に空港内SCUに集合、医師・

看護師は SCU 内に設けられた受持ベッドにて医

療支援、私は本部員として分かれて行動すること

となった。

その日の夜は、板張りの雑居部屋のようなと

ころに複数の DMAT 隊員が押し込められ雑魚寝

状態となった。このとき大阪伊丹空港に毛布を置

いてきたために板間の上に直接横にならざるを得

なくなり、十分な睡眠を確保できず、ロジとして

物品管理の難しさを思い知らされることとなっ

た。医療資機材を出来るだけ多く持って行くこと

は確かに重要なことではあるが、DMAT は自己

完結型であるので自らの健康・体調管理を優先し

て考える必要性を痛感した。また県や自病院への

連絡は随時行っていたが、やはり通信障害が激し

く取りにくい時間もあり、衛星電話等を含め通信

手段の確保についても検討する必要性を感じた。

また現地にいて情報収集に非常に苦労した。携

帯電話のみでは限界があり、やはり情報量の多い

TV やモバイル PC は必須であり、かつその接続

手段の確保が必要であると感じた。

2日目は翌朝から活動を開始し、各部門間の

情報の収集伝達を行う連絡役として、主に本部と

ベッド医療支援を行っている DMAT チームの間

を行き来する 1日となった。今回の災害は津波

であったたため、重症外傷の患者はなく避難民が

搬送されてくる感じであった。DMAT の標準資

機材については、DMAT 本部よりリスト化され

提示されているが、津波被害を想定した医療資機

材も今後、検討されるものと思われる。

DMAT の活動期間は、基本 2日間となってお

り、3日目は、撤収することが決まった。撤収に

際しては、レンタカーを手配し、高速道路を北上

し、青森空港から伊丹空港行きの便に乗って帰る

ことになり、そこから官用車にて下関に戻ること

となった。レンタカーの手配、高速道路の利用可

否や航空機の空き情報等について、山口県の他の

DMAT チームから情報提供を受けたり、航空機

チケットを自病院に連絡して入手してもらったり

と、協力体制・バックアップ体制が取れたことは

ロジを担当するものとしては非常に心強く思われ

た。

発災から準備を開始し撤収するまで 3日半の

行程であったが、あっという間に過ぎたように思
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われる。帰路の高速道路で、消防車両が列をなし

て東日本方面へ進む光景を何度も見かけたが、お

そらく消防機関は、オールジャパンレベルで派遣

の調整しているのだと思われた。DMAT隊も個々

のチームが無作為に出動するのではなく、DMAT

本部や県による計画的な調整のもとに派遣を行っ

ていく必要があるのではないかと思われた。

最後に今回の活動を通して、DMAT本部、県庁、

自衛隊、他の DMAT チームや自病院等の関係機

関、そして自身のDMATチームメンバーの協力・

支えがあったことに深く感謝し、あらためてお礼

を申し上げます。

DMAT( 期間　平成 23年 3月 12 日～ 15 日 )
　地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総

合医療センター救命救急センターの井上　健医師

と本田真広医師、薬剤部の白野陽正薬剤師、救急

部看護師の重冨美喜江氏と、上田貴志氏が出務。

臨時医療施設等での医療に携わった。

DMAT 活動
救命救急センター医師　井上　健

　今回の災害で被災された方、亡くなられた方々

に心から御見舞と哀悼の意を表するとともに、つ

つがない復興を祈念いたします。

　私たち 5名は災害派遣医療チーム DMAT とし

て震災発生の翌日に岩手県に入り活動しました。

私は約 5年前に DMAT 隊員養成研修を受けて、

災害が発生したら現地に入って活動することのイ

メージはできていました。しかし今回の地震・津

波災害では私たちの予想以上に事前に得られた情

報は不十分でかつ錯綜し混乱に満ちていました。

「震災の全体像はおろか、何が起こったのかよく

分からないまま活動していた」これが当時を振り

返った時の正直な感想です。

我々の活動については自給自足が原則とされ、

メンバー各人で寝袋、水、食料を携帯しましたが

医療資機材と合わせるとかなりの重装備でした。

岩手花巻空港の格納庫を使用した活動拠点では全

国から約 70 隊 350 名以上の DMAT が集結して

いました。その統括を担当された方々は平時では

もちろん医師としての職務をされている、その統

率は見事でした。今回の活動に対する詳細な検証

は今後なされるでしょうが、彼らの統括なくして

は統率のとれた活動は出来なかったでしょう。

ほとんどの被災地が同じだったでしょうが、

私たちが活動した現場は、広範囲に携帯電話が使

えませんでしたので、情報の入手・伝達は困難で

した。

余震の続く中、津波再来の不安も残る時、花

巻の活動拠点から被災した釜石市の病院支援を依

頼された時、要請する統括者は私の目をみつめ、

「不確定要素が多いが、必ず交代の DMAT隊を送

ることを約束します、行ってもらえますか？」と

尋ねてきた。彼の眼に力強い意思を感じ、私はチー
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ムの出動を了解しました。DMAT をレスキュー

隊のような活動が出来る医療チームだと誤解した

イメージがありますが、我々は体力や救助技能に

優れているわけではない、ごく普通の医療チーム

なのです。持参した衛星携帯電話はバッテリーの

消耗を極力抑えるため必要最小限の使用としてい

たので、病院支援活動中は外部と連絡が取れず、

音信不通の我々に対し安否確認が行われていたと

いうことを花巻に戻って初めて知りました。

Preventable trauma death　「さけられた外傷

死」とは「受傷後適切な診療を受けられなかった

ことにより死亡すること」と定義されますが、地

震と津波の今回の災害で我々の行った活動の効果

はどれくらいあったのでしょうか。今後の検証が

必要です。今回の DMAT 活動では、「災害の形態

により必要な医療ニーズが異なる」ことが強く印

象に残りました。

DMAT 派遣を通じて感じたこと
救命救急センター医師　本田真広

　東日本大震災において多くの方々の尊い命が奪

われ、甚大な被害が生じましたことに、心より哀

悼の意を表します。

大津波による被害をテレビで目の当たりにし

てまず頭をよぎったのは、平成 21年 7月に死者

14 名をだした防府市を中心とした土砂災害の光

景でした。当時、当院では 15名の負傷者を受け

入れ治療に当たりましたが、特徴的だったのは死

傷者の受傷形態でした。水災害では外傷を伴うこ

とは比較的少なく、軽症か死亡のどちらかが殆ど

ということはうすうす感じていました。超急性期

の外傷治療を想定した DMAT がどこまで必要と

されるのか、一抹の不安を覚えつつの災害派遣出

発でした。

当院 DMAT が心掛けていたのは、自給自足・

寒さ対策・必要物品管理の徹底です。食糧と水・

寝袋はもちろん、500ml 点滴 40本を携帯しまし

た。現地の寒さと食糧・医療資材不足は想像以上

でした。我々に与えられた任務は花巻空港に設置

された広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU）で

のトリアージと、災害拠点病院である県立釜石病

院の救急外来・ヘリコプター搬送支援でした。予

想通り花巻空港でのトリアージ患者は内科疾患が

大半で、患者よりも DMAT チームが圧倒的多数

という有様でした。一方、より災害現場に近い釜

石市に渡ってからは、衛星携帯とトランシーバー

のみの情報収集は困難を極め、患者でごった返し

た院内の廊下は医療の限界を遥かに超えているこ

とを物語っていました。

最も印象に残っているのは、県立釜石病院ス

タッフの「自分達で何とかしたい」という気概で

す。私が救急外来を担当している間にも裏で待機

する医師の姿がありました。ヘリコプター搬送の

際にも、説明が不十分なまま担当患者がどこへ連

れて行かれるかも分からないことへの不満を口に

する医師もいました。「自分の町は自分で守る」

という感情が芽生えるのは至極当然のことで、彼

らの責任感がそうさせるのだと思います。彼らの

気持ちを酌みつつ診療する配慮が足りなかったこ

とが心残りです。いい仕事が出来てその時は納得

していましたが、帰路に就くころには満足感はあ

りませんでした。自分達のしたことは偽善だった
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のではないかと思うことさえあります。

災害医療は人の善意と責任感で成り立ってい

ますが、特に急性期では人と人との思いが通じ合

わないことが多いのも避けようがない事実です。

与えられた任務が必ずしも現場のニーズに合うと

は限りません。たとえ救命のために必要なことだ

としても、皆が納得するのは容易ではありません。

また、中途半端な装備や技術ではかえって迷惑を

かけることも予想されます。災害医療の難しさを

痛感するとともに、災害を想定したトレーニング

を常日頃から行っていくことの重要性を再認識し

た次第です。

東日本大震災DMAT 活動報告
薬剤師　白野陽正

　県から 11日夜中に、陸路で筑波メディカルセ

ンターを目指してくれとの連絡があり、病院を出

発しました。12 日未明に、目的地は大阪空港に

変更となり、空港到着後、自衛隊機で花巻空港に

向かい、夕方には花巻空港 SCUに到着しました。

翌 13 日の午前中は、花巻空港 SCU での活動を

行い、午後から神戸大学 DMAT と一緒に、釜石

にヘリコプターで行き、岩手県立釜石病院での

病院支援を行いました。病院に到着すると、他の

DMAT 隊からの引き継ぎがあり、病院の機能が

マヒしてきていて、病院の職員が疲弊していると

いうことでした。また、特に印象的であったのは、

釜石病院もその職員の方も被災しているにもかか

わらず、病院で業務をされていました。

実際に、病院での活動は、13日の夜間の救急

対応と 14日の朝からは病院の重症患者の搬出で

した。重症患者の搬出は、病院での資材 ( 酸素等 )

等がなくなって重症患者を置けない状態になって

いるので、他の医療機関に搬送しました。具体的

には、DMAT 本部の花巻空港と連絡を取り、ヘ

リコプターを釜石まで飛ばしてもらい、患者搬送

時の連絡等の調整が主な仕事でした。病院から患

者を出して、ヘリコプターまで搬送するのですが、

病院の中の DMAT 本部は、ヘリコプターなど見

渡せるところにないため、現在何機飛んでいて、

どの患者が搬送されているのか、現状が把握でき

ずに苦労しました。14日午後には花巻 SCUに戻

り撤収となりました。

薬剤師として何をしたかというと輸液を病院

から運んでいったということくらいです。

今回の震災では、薬剤師がいて助かったと

いう声を聞きます。薬剤師という言葉は、この

DMAT の中には出てきませんが、業務調整員に

に含まれます。DMATのユニフォームでは、業務

調整員の名前ではなく、薬剤師の名前をつけてい

ます。業務調整員の主な業務は、一言でいうと情

報等の収集・伝達・整理となります。業務調整員

で薬剤師であることは、医薬品の事で何かあれば

役に立てるということがあると思います。DMAT

においても、薬剤師のことがもう少し認知されて

も良いのではないかと思います。

最後に、病院の機能が失われた現場を目にし

て、このような物が無い時と人が疲弊している時

などに、どのように対処していけば良いのか日頃

から考えて備えておくことが必要だと痛感させら

れました。

DMAT 活動報告
救急部看護師　重冨美喜江

　まさか、DMAT 隊員として実際に災害派遣さ

れることになるとは思ってもいませんでした。

　一泊目は移動中の車内で仮眠を取り、二泊目は

花巻空港傍の真っ暗な公民館で寝袋に包まりまし

た。三日目は医療派遣された岩手県立釜石病院で

の夜間救急外来支援として、夜中の 3時まで診

察介助を行いました。花巻空港の SCU では、津

波から泳いで逃げて家族の安否がわからない老人

などの搬送を援助したが、何と声をかけてあげた

ら良いか迷い、ただ話を聴いてあげることしかで

きませんでした。また釜石病院自体も被災してお

り、スタッフの疲労も徐々に溜まっているように
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感じました。できるだけその疲労を緩和出来れば

と思い、夜間診療介助や患者の広域搬送援助を手

掛けましたが、院内電話も使用できず搬送患者の

入院病棟の確認に走り回っている私に「食事はし

たの？」と優しい声をスタッフに掛けてもらい、

逆にパワーを貰った気がしました。現在も完全復

興できていないと思いますが、一時でも苦労を共

にした同志として釜石病院の皆さんに「これから

も頑張って！」とエールを贈りたいと思います。

派遣メンバー 5名の中で紅一点（役割としては

母親だったかも）ではありましたが、メンバーに

迷惑が掛からない様に自分自身を励ましながらの

3日間でした。女性にとって隊員として活動する

ことは、体力的にも過酷であり、派遣要請されて

早々に出動する必要があるため、家庭や仕事との

調整を取ることは難しい問題があると強く感じま

した。

DMAT 活動報告
救急部看護師　上田貴志

　自分にとって、東日本大震災への出動がDMAT

としての災害支援初出動でした。岩手にて 4日

間活動させていただきました。今回の派遣を振り

返り思うことは、自分は全力を出し切れたのかど

うか、被災地のニーズに応えられたのかどうかと

いうことです。県立釜石病院での支援では、医療・

看護を行う事で、医療支援は行うものの、継続医

療・看護をするのは現地スタッフであり、どこま

で手を出していいかなど悩むことが多くありまし

た。また、慣れない場所での医療支援ということ

で、逆に現地スタッフに手をかけさせてしまうこ

ともあり、自らの行為に無力感を感じると共に、

全力を出し切れていなかったように思います。ま

た、現場では任務遂行に必死になるあまり、被災

地が本当に望んでいることはなにかなど、現地の

声を聴くことができていただろうかと今でも考え

させられます。

　災害は起こらないことが望ましいことは言うま

でもないですが、天災は突然起こるものです。今

後も県内外の有事に逸早く対応でき、全力が出し

切れるように、そしてニーズに最大限応えられる

看護師になれるように、日頃からの準備を心がけ

ていこうと思います。

　最後に院内がごった返す中、病院食を提供して

いただきました。今でもあの優しさと味噌汁の味

が忘れられません。現地スタッフの方々のお心遣

いに深く感謝するとともに、一日も早い復興をお

祈りします。
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今月の 視点今月の 視点

理事 河 村 康 明

理事となって

　山口県医師会理事となって 3年半が経過した。

この間に、政権交代や東日本大震災が起こり、激

動の時代となった。医療の分野でも好むと好まざ

るとにかかわらず、自らも変化に対応した態勢を

形成することが必要となっている。今回は私自身

の主な担当領域について、反省をふまえて今後の

展望を述べる。

(1) 介護保険
介護療養病床の廃止について
　平成 24年は医療保険と介護保険の 6年に 1度

の同時報酬改定にあたる。現状の最大の問題点

は全国に 8万 7千床（山口県 2,482 床）ある介

護療養病床が平成 24年 3月で廃止されることに

なっていたが、次回の医療・介護報酬同時改定 (6

年後 ) まで、延期されることとなった。あくまで

も延期であり、廃止が否定されているわけではな

く、今後の動向を注視しなければならない。本年

6月の意向調査においても、未定約 60％、医療

療養へ転換約 20％、老健施設へ転換約 10％とほ

とんど現状維持が多数を占めている。

　団塊世代の高齢化とともにますますその必要

性が高まるばかりである。介護施設入所者が、病

気のために病院へ入院した人は、介護施設へ戻る

ことは難しく、また、医療の必要性の高い医療区

分１ADL ３以上の人々も含めて、介護難民が発

生することは明らかであり、その見識を疑うばか

りである。平成 25年度目標の地域包括ケアに向

けて、どのような舵取りを行うのか予想がつかな

いが（現実には全国的にどの区域も進展がない）、

われわれも地域にあった独自の方向性をもつこと

が要求される。

認知症サポート医研修について
　現在、山口県には認知症サポート医が 24名登

録されている。このサポート医を中心に、認知症

に関する第一線での診療や相談などで活発な活動

を行っているはずであった。これは山口県だけに

限らず、全国においても同様の傾向がみられる。

日医は認知症の扇の要であるサポート医の再研修

によって、その活動の活性化や診断スキルの向上

を目指すべく検討中である。サポート医再研修・

かかりつけ医再研修を通じて山口県の認知症ネッ

トワーク的活動が有意義なものとなることが望ま

しい。また、各地域にバランスのとれたサポート

医の配置で、サポート医とかかりつけ医の連携を

密なものにしたい。山口県でも可能であれば本年

度中にサポート医の再研修事業を行い、活性化を

図りたい。

介護認定意見書について
　意見書の記述についても、介護保険発足当時か

ら医師の記述が内容・字体等で多々指摘されてお

り、山口県医師会でも介護保険の改定時にはその

変化に見合った「分かりやすい意見書マニュアル」

を作成し、多くの医師が意見書を書き易くしてい
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山口県医師会の承認により過疎地を中心に県内に

多くの部分で有床診の新設が可能であり、全国的

にみても稀有な制度がある（全国でもこのような

方向性にあると感じている）。また、最大の問題

点である入院基本料についても前回の診療報酬改

定で初めてアップが得られたが、微々たるもので

あった。入院基本料問題が解決しない限り、有床

診療所の減少傾向に歯止めは効かない。全国で本

年度中に１万施設を割り込む可能性が大である。

　現今の診療報酬では病院の最低ランク（看護配

置 1：15）に比べて、診療所の最高ランクはそ

の半分以下であり、どなたが考えられても不当な

安価と言える。正木部会長も全国の連絡会議でこ

の点に関して言及されていたが、心に響くもので

あった。入院基本料の安さ＝医療給付額の増加を

抑止するものだと訴えれば良いという意見もあっ

たが、消滅してからでは何をか言わんやである。

　何十年にわたる厚労省の有床診つぶしを会員諸

氏も忍耐強く頑張ってこられたが、この2～3年、

潮目が変わり、理解されつつあると考える。その

キーワードは後述の 4(5) 疾病 5事業の中の在宅

医療であろう。在宅医療を円滑に運営していくた

めには有床診の役割は重要で、小回りのきく、後

方支援機能をもった有床診はプライマリーケア・

セカンダリーケアをこなせる「絶滅危惧種」では

なく、世界に類をみない「日本の文化」であると

いう気概をもって取り組みたい。在宅医療支援診

療所や介護保険を利用しつつ、新たな展開を図る

ことも重要であろう。現在、有床診の中に小規

模多機能的要素を組み込めるかが検討中とうか

がっている。総合診療加算 (500 点 ) を大きく育

て、短期入所療養介護の活用の検討も重要で、経

営状態の改善に取り組みたい。県内の実働有床診

療所は 100 施設前後であり、会費の問題を含め

て、前途多難であるが有床診療所部会に未加入の

施設の参加を深く深く望むとともに、活発な部会

となってほしい次第である。

　いずれにしても有床診こそ「地域密着」や「在

宅医療」に何とぴったりの言葉ではないであろう

か。

（参考）

日本総研ワーキングペーパー№ 230

　「有床診療所－ケーススタディから見る今後の課題－」

日本総研ワーキングペーパー№ 233　

　「在宅医療を担う診療所の現状と課題」

(4) 在宅医療支援のための医師研修会（平成 22
年 3月 28 日 ( 日 )：日本医師会）
　介護保険の創設を契機に、日本医師会の介護保

険委員会の場で、在宅医療について論じられてき

た。地域の中で「治す」医療から「支える」医療

が、有料老人ホームや軽費老人ホームの新設でさ

らにその重要性を増しつつある。多様な施設に対

応できる医療態勢、特に地域包括ケアの重要な部

分を医療が占めるため、チームケアとしてのあり

方を検討していかなければならない。都市部にお

いては、老人専用の集合住宅を基にして、各種の

サービスを配した施設の集中化を行う社会実験が

行われているが、山口県では各地域の実情に即し

たチームケアの確立が必要であろう。

( 参考 )

日本総研ワーキングペーパー№ 232

　「地域における在宅医療の進展状況に関する調

査の報告」

(5) 医師の職場環境改善ワークショップ研修会（平
成 23年 2月 27 日 ( 日 )：日本医師会）
　日本医師会に2008年 6月より勤務医の健康支

援に関するプロジェクト委員会が発足し、調査結

果を基にして、①医師が元気に働くための7カ条、

②勤務医の健康を守る病院の 7カ条などのパン

フレットを作成・配布している。山口県医師会内

には勤務医部会・男女共同参画部会があり、それ

ぞれの立場から活発に活動されているが、産業保

今月の 視点今月の 視点
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23 万～ 28 万 /1 か月 ( 包括払い ) を想定してい

るようである。その運営にはケアマネージャーに

よる登録が必要となり、地域密着型となる。

　現在、有床診が参画できるように交渉中である。

24 年度の診療報酬改定は将来を見据えることが

重要である。地域密着や小規模多機能という言葉

は有床診療所にピッタリで、医療版小規模多機能

が有床診そのものと考えている。

シンポジスト
1)「在宅医療の支援」

　岐阜県医師会 会長　小林　博
岐阜県包括的地域ケアネットワーク ( はやぶさ
ネット )
　本来、有床診療所を中心にしたネットワーク

であったが、現在は病院・無床診療所・介護・福

祉関係の連携を行っているし、増加している。こ

のネットが在宅医療の支援に一番適していると考

えている。このネットは元来、有床診療所の医師

や受付職員が不足した時に助け合うことから始め

たが、厨房設備も必要であり応援体制が必要とな

る。このネットに全国有床診をリンクさせている

ので、その情報も入ってくるようになっている。

在宅医療支援チーム
　さらに、このネットワークの中心に在宅療養者

をもってきて、多職種によるチームを編成し、医

療を中心とした地域ケア会議を行い、在宅療養者

支援をすすめる。その場は地域包括支援センター

において行い、上手に地域包括支援センターを活

用したい。

在宅療養児への支援
　重度心身障害児の在院日数を減らすために、高

度で難病の在宅療養児を有床診の先生方の協力で

一度在宅に戻したいという要望があり、対応の情

報提供をしたい。

2)「在宅医療の支援」
埼玉県医師会有床診療所協議会副会長　小川郁男
　有床診を運営していくには、介護保険制度と切

り離すことはできないと考える。

　「在宅医療の支援」についてアンケート調査を

したので報告する。（平成 20年 10月）（190 件）

・病床を稼動しているのは 75.3％

(産婦人科41.9％、内科23.7％、外科21.5％等 )

・在宅診療を行っている　24.7％

・在宅療養支援診療所の届出　18.3％

・訪問看護ステーションと関わり　32.8％

・往診 ( 訪問診療 )　26.9％

・看取り　29.0％

・退院後、介護保険対象者の有無　28.0％

　以上のごとく、地域包括システムの実現に向け

て、有床診療所の役割は大きいと考える。

討論
三上日医常任理事　これからの高齢社会では入院
医療と在宅医療を組み合わせて生活することにな

る。有床診が小規模多機能を導入することを述べ

たが、医療を提供しながら高齢者を支えることが

できる。これからは生活モデルでの視点が必要に

なってくる。

小林　介護施設に移った患者が病気をして病院へ
入院し、その後施設に戻れなくて、ネット上に地

域に戻りたいとの希望が入ってくるようになり、

在宅への引継ぎとして十分に機能を発揮できると

考える。

小川　有床から出前をして、ケアマネと連携して
取り組みたいと考えている。

鹿児島県　在宅医療の拠点をどこにおくのか。モ
デル事業は医師会が拠点でなく、よく判らない。

また、在宅・居住・住まいの違いが不鮮明である。

三上　在宅医療の拠点として地域の医師会がかか
わってほしいと申し上げているが、地域差、温度

差がある。在宅・居宅・居住系施設の評価がある

が、居住系施設でのサービスは別の類型が良いと

考えていると分科会でも発言している。

福岡県　はやぶさネットについて、在宅の緩和医
療ではどのような形で引き継いでいくのか。ネッ

トワーク内の情報の交換は文書か又は IT 的なも

ので行うのか。

・訪問看護ステーションと関わり　32.8％

・退院後、介護保険対象者の有無　28.0％

　以上のごとく、地域包括システムの実現に向け

「はい」の
回答
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機能調査のたたき台をつくって、本委員会に諮り

たい。6月開催予定であった地域医療計画委員会

を延期したので、日程調整して、改めて開催する

ので、よろしくお願いしたい。

　　　　　　　　　　　　

3. その他
委員　東南海、南海地震による津波が、山口県に
も多少なりとも影響があると新聞報道がなされて

いた。県医師会の対応や実態を伺いたい。もし対

応がまだであれば考えていただきたい。

県　山口県防災計画の改定を検討している。特に
救急・医療は部会で検討している。

前川副委員長　中四国救急医学会では、各県の救
命センター、医師会、日赤、行政（県健康福祉部、

防災など）等によるネットワーク（連絡網）をつ

くるように、現在検討中である。

閉会

〈医療機能調査等作業部会〉

矢野、津田、原、小林、奥田各委員

小田副会長、弘山常任理事、河村理事、

田村理事、県地域医療推進室　　　　　

第 111 回地域医療計画委員会終了後、選任さ

れた作業部会構成メンバーの出席で、第 1回の

医療機能調査等作業部会を開催し、今年実施予定

の医療機能調査について概略を説明し、意見交換

した。

委員　「患者の看取り」について分かれば知りた
い。在宅での看取りなど統計には出にくいと思う

が。

委員　老健施設に入っている患者（普段元気で
あった患者）の急変時の受け入れ体制が機能して

いるか。急性心筋梗塞、脳梗塞等など年齢の若い

方の救急医療体制がうまくいっている場合と施設

に入っている高齢で比較的元気で寝たきりの方が

急変した場合の受け入れ体制は、厳しい状況にあ

るのではないか。

弘山副委員長　前回（平成 16年）医療機能調査
票の修正、削除、新たな追加項目など、意見を事

前に連絡いただければ、次回作業部会で協議した

い。

―日程調整後、第 2回作業部会を、8月 18日（木）

午後 5時から県医師会館で開催することになっ

た。

第 1回医療機能調査等作業部会
と　き　平成 23年 7月 28 日（木）16：00 ～ 16：45

ところ　山口県医師会 6F 会議室

[ 報告 : 常任理事　弘山　直滋 ]
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一般演題は 7題でした。東日本大震災に係わ

る保健師派遣についての報告 ( 周防大島町健康増

進課・行田美穂 ) 、～絆～「緊急連絡カード」を使っ

た見守りネットワークの再構築 ( 屋代地区社会福

祉協議会・村田満晴 ) 、大好きな大島で自分らし

く輝きながら最期を迎えるために ( おげんきクリ

ニック・岡原仁志 ) 、出血をきたした十二指腸腫

瘍の 2治験例 ( 安本医院・安本忠道 ) 、糖尿病患

者に発症した難治性下肢蜂窩織炎の一例 ( 山中ク

リニック・山中達彦 ) 、周防大島町住民における

貧血の調査 ( 周防大島町立東和病院・篠原健次 ) 、

周防大島町健康増進計画 ( 後期計画 ) 策定につい

て ( 周防大島町健康増進課・橋本はるみ ) と、保

健医療福祉の各分野から演題があり、進行の不手

際はありましたが、活発な論議をいただきました。

公開講演は、慶應義塾大学医学部スポーツ医

学総合センター講師の岩本潤先生による「骨粗鬆

症と運動・スポーツ」でした。

高齢化社会を迎え、介護が必要になった要因

の第 1位は脳血管障害だが、第 5位に骨折転倒

が入る。骨粗鬆症、特に骨折は寝たきりの

原因となり、高齢者の自立を阻む大きな要

因となる。このため骨粗鬆症による骨折を

防ぐことは、健康寿命確保のうえで極めて

重要である。

健康寿命とは、日常的に介護を必要と

せず、心身共に自立して暮らすことがで

きる寿命のことで、男性が 72 歳、女性が

78 歳であり、平均寿命とは 7～ 8歳の差

がある。このことは介護を必要とする高齢

者が多いことを示している。

骨量は成人期に最大となり、これを

peak bone mass という。男性は徐々に減ってい

くが、女性は 50歳くらいで閉経を迎え、その後

は急激に骨量が減少するため、女性の方が骨粗鬆

症にかかりやすい。骨粗鬆症による三大骨折は、

大腿骨近位部骨折、脊椎圧迫骨折、前腕骨遠位端

骨折である。

脊椎圧迫骨折で背中が曲がってくると、腰背

部痛等もおこってくるが、頭上の物に手が届かな

くなるなど日常生活に支障がおこってくる。大

腿骨近位部骨折では、手術がきちんとされても、

50% は骨折前の機能まで回復しない。25% が施

設に入所していて、20% が 1 年以内に死亡して

いる。

50 代の女性は 10 人に 1 人が、60 代の女性

は、3人に 1人が、70 代の女性は 2人に 1人が

骨粗鬆症で、女性は 50歳を越えたら骨量の検査

をしたほうがよい。YAM(Young Adult Mean) 値

の 80% 以上なら正常である。70%未満なら骨粗

鬆症で、治療しないと 4～ 5年のうちに骨粗鬆

症による骨折がおこる。70～80%は骨量減少で、

第 24回大島医学会

と　き　平成 23年 5月 22 日 ( 日 )

ところ　周防大島町立　大島文化センター

[ 報告 : 大島郡医師会生涯教育担当理事　岡本　潔 ]
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一日目　8月 27 日（土）
　今年で 3回目となる山口県臨床研修医交流会

（研修医まつり）が、山口県医師会及び山口県医

師臨床研修推進センターの主催で開催された。

　総合司会は、綜合病院山口赤十字病院研修医の

安岡和昭先生が担当された。

開会挨拶で県医師会木下会長は、山口県で臨

床研修を行い、その後も引続き県内に定着しても

らいたいこと、また、県の医師確保対策や山口県

医師臨床研修推進センターの設立経緯・事業内容

など、さらには山口県医師会の取り組みなどにつ

いて述べられた。

助成事業紹介
田中豊秋常任理事から、「指導医･後期研修医

等国内外研修助成事業」について説明が行われた。

この助成事業は、県からの委託を受けて、山口県

医師臨床研修推進センターが実施するもので、応

募資格は、指導医、後期研修医、初期研修医を対

象としている。

助成の内容は、国内外で研修を希望される先

生に 190 万円を限度に、交通費や滞在費を助成

するもので、昨年度は8名の先生に助成を行った。

今年度はすでに 5名の助成が決まっている。

助成決定通知書交付式
　木下会長から、助成が決まった 5名のうち、

次の 4名に助成決定通知書が手渡された ( カッコ

内は派遣先 ) 。

　山口大学医学部附属病院講師　原田唯成先生

( 岡山家庭医療センター )

　山口大学医学部附属病院医員　福田信也先生

( ユタ大学 )

　山口大学医学部附属病院大学院生　中林容子先生

( 隈
くま

病院 )

　山口大学医学部附属病院医員　原田陽平先生

( 福岡大学病院 )

通知書の交付を受けられた先生方に会場から

の励ましの拍手がおくられ、また木下会長から、

派遣先では良い経験や研修を受け、ぜひ山口県に

持ち帰ってこれを活かしてほしい、山口県に優秀

な研修医が残るようにがんばっていただきたいと

激励の言葉があった。

平成 22年度研修報告
　平成 22年度に助成を受けた徳山中央病院救急

科の清水弘毅先生（5年目）から、聖マリアンナ

医科大学での研修報告と、徳山中央病院の現状報

告が行われた。

　清水弘毅先生は、聖マ

リアンナ医科大学の救急

科で研修を実施された。

そこでの勤務は、朝 8時

までに ICU・CCU 患者の把

握、その後モーニングカン

第 3回山口県臨床研修医交流会
と　き　平成 23年 8月 27 日 ( 土 )　14：00 ～

　　　　　　　　　8月 28 日 ( 日 )　9：00 ～

ところ　ホテルかめ福　2F ロイヤルホール

[ 報告 : 理事　林　　弘人 ]
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ファレンス。それから ICU・CCU患者の回診、病棟

業務と引継ぎのカンファレンスで、夜 8時が業務終

了予定だったのが、大体は夜 10時までかかったと

のことだった。

その間、経験した症例は、壊死性筋膜炎、急

性心筋梗塞、劇症型心筋炎、喘息重責発作、薬物

中毒などで、ドクターカーにも同乗された。

2週間の研修をとおして、都会でも困ってい

る症例はどこも同じであること、また転院搬送の

先がなく、それにより病棟が圧迫され、患者が取

れない状態であり、今後改善しなければいけない

と感じられた。

現在勤務中の徳山中央病院では、月曜日から

金曜日まで、朝 8時から 30分間、その前日に当

直で遭遇した症例について、研修医と救急指導

医がディスカッションするmini-case conference

と、毎週木曜日の夕方に救急の症例を研修医が発

表し、救急指導医とディスカッションする case 

conference を実施されている。

最後にメッセージとして研修医の皆様に伝え

たいことは、救急はしなければならないことなの

で、好きになってもらいたい。

山口県にはない世界もあるので、県外にも目

を向けてほしい。

研修医時代はいろいろな仕事がまわってくる

ので、燃え尽きないように。

どうしても行く科がない場合は救急に来てほ

しいと述べられ報告を終えられた。

研修医紹介①
　岩国医療センター、周東総合病院、徳山中央病

院、県立総合医療センター、山口赤十字病院、済

生会山口総合病院の研修医より、それぞれの紹介

が、スライドを用いて行われた。

特別講演
特別講演では、( 医 )

宇部記念病院外科の野村

真治先生より、「災害医療

支援チーム　(JMAT)に参

加して ～東日本大震災･

宮城県南三陸町～ ｣ と題

した講演が行われた ｡

3月 29日から 4月 1日までの間 ､宮城県南三

陸町に日医災害医療チーム (JMAT) の一員として

活動された ｡

3 月 15 日に日本医師会災害対策本部会議にお

いて JMAT が発足し ､ その翌日には宇部記念病

院チームが結成された ｡

病院スタッフの積極的な協力体制を築くこと

ができたからこそ ､素早い対応が可能であった ｡

派遣に向けての準備もスタッフの協力が大きかっ

た ｡

3 月 28 日に山口宇部空港を出発し、東京駅か

ら東北新幹線で那須塩原駅に向かわれた。那須塩

原駅で、宇部から病院スタッフが陸送してきた医

薬支援物資を満載した車を受け取り、陸路南三陸

町に向かわれた。

南三陸町に入ると、瓦礫の山の状態で町は完

全に消失しており、所々コンクリートの建造物が

無惨にも残っていた。周囲の凄まじい光景に言葉

を失われたとのことであった。

3月 29日から 4月 1日の間、南三陸町の災害

対策本部（ベイサイドアリーナ：町総合体育館）

から避難所になっている入谷小学校での医療支援

を要請された。

入谷地区は、1,000 人の被災者が暮らしてお

り、その内 370 人が入谷小学校に、50人が隣の

入谷公民館に避難していた。

　この地区で愛知県豊田厚生病院チームの西本

先生と 2人で、100 人を超える患者を診察した。

本部に比べて圧倒的な医療過疎状態が生じている

と感じ、本部を取りまとめておられる公立志津川

病院の西沢匡史先生に実情を訴えられ、その後改

善された。

　患者の状況は、震災から 2週間を経過して亜

急性期のため、慢性疾患、高血圧や高脂血症の投

薬が多く、多くの方がお薬手帳を持参してこられ

た。

　そのほかには、感冒症状、メンタル症状が見受

けられた。春先なので花粉症と思われた症状は、

後から聞くと津波肺炎や粉塵による症状であっ

た。

　避難所では、疲れきった避難者達で溢れており、

スタッフが声をかけると、「遠いところから本当

にありがとう」という感謝の言葉と、その一方で
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は「何しに来たんだ」という

声も聞かれ、長引く避難生活

に精神的に追い詰められた状

況が伺えた。

支援を終えて帰路の途中に

感じたことは、自然災害の大

きさの前に無力感を抱いたが、

スタッフ全員が行ってよかっ

たという感想だった。

そして、医師になって十数年、大学での高度

先進医療を学び、大病院での外科研修を行い、そ

して中小病院での地域医療の実践、これらを通じ

ていろいろな知識を修得したお陰で、災害対策医

療で必要とされる幅広い知識に対応できたと考え

ている。

6月末に仙台での学会出席を機会に、再度南

三陸町を訪れたが、復興に向けてがんばっている

状況をいたるところで見ることができた。

今回の派遣で、慢性期医療支援には専門外ま

での広い知識と被災者の訴えを傾聴することが重

要と感じ、地域医療をやっていることが十分活か

すことができた。

今後の問題としては、全国で 1,377 チームの

JMAT が結成されたが、山口県からは 5チームの

みであり、今後 JMAT 山口の組織化について考

えておく必要を感じた。

最後に、支援は東北地方にお金を落とすこと

も支援の一つなので、是非東北に旅行に行きお金

を使ってほしいという言葉で終えられた。

なお、医師会報平成 23 年 7 月号に特集とし

て ｢東日本大震災と JMAT｣ について掲載してい

るので、ぜひご一読いただきたい。

研修医紹介②
　山口大学医学部附属病院、宇部興産㈱中央病院、

山口労災病院、関門医療センター、済生会下関総

合病院、下関厚生病院の研修医より、それぞれの

紹介が、スライドを用いて行われた。

グループワーク ( 準備編 )
「こんなとき、あなたなら・・・」
徳山中央病院研修医の安武奈津美先生の司会

で始められた。

　今回のグループワークは 12グループで行われ

た。各グループに与えられたテーマは以下のとお

り。

　1日目は、与えられたテーマについて指導医が

見守る中、グループ内で話し合いが行われ、その

内容をスライドにした。

　

（グループワークのテーマ）
Ａグループ：基礎疾患として精神疾患（不安障害）
を有する 30 歳女性が救急外来を受診。いつも、

点滴をしてくれと要求されるが、検査上異常所見

は認められない。

　⇒その場合の救急現場での対応は。点滴すべき

か。患者教育は。

Ｂグループ：当直にて複数の患者が来
院し、そのうちの患者の家族が診察を

早くしてくれと文句を言ってきた。上

級医は他の患者の救急対応をしており、

研修医に対応を任された。患者の家族

に対し、どう説明又はどう対処するか。

Ｃグループ：独り暮らし又は老老介護
されている 80代男性。不定愁訴（ふら
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つきなど）を主訴に救急車で来院。必要な検査を

行うも異常所見なし。しかし、患者家族（妻、息

子や娘）から入院させてくれと言われる。

　⇒この場合、どのように対応すべきか。急性期

病院（病床が足りていない状況も含め）で入院さ

せるべきか。

　

Ｄグループ：救急車のタクシー的利用を防ぐには。

Ｅグループ：病棟で気難しいと評判の看護師に対
し、夜間帯での採血のオーダーが必要となった場合。

　⇒①自分で採血する、②頼んで取ってもらう、

あるいは頼み方のコツは。

Ｆグループ：糖尿病で透析中の 60代男性。食事
制限を守れず、全身状態が悪化しては入退院を繰

り返している。

　⇒この場合、どのように患者を教育し、どのよ

うに対応していくべきか。

Ｇグループ：免疫抑制剤使用中の喫煙患者が勝手
に外に出てタバコを吸いに行く。対策は。

Ｈグループ：最期は自宅 or 病院。

Ｉグループ：とても混雑している救急外来にて、
不安が主訴でよく来る患者。検査にて異常なし。

話をよく聞いてあげたら帰れる患者への対応。他

の職員に余裕はない。

　⇒①無理に帰ってもらう、②時間をかけて話を

よく聞いて帰ってもらう。

Ｊグループ：今まで担当してきた末期がんの患者
　⇒①緩和ケアにすぐうつってもらう、②自分の

科の病棟で最期まで看取る。

Ｋグループ：初期研修は大学病院か市中病院か。

Ｌグループ：災害派遣に研修医 /医学生は参加す
べきか否か。

懇親会
　グループワーク終了後、山口大学医学部附属病

院研修医の井内俊輔先生の司会で、懇親会が開催

された。

　最初に山口大学医学部附属病院の岡　正朗病院

長より挨拶が行われ、その後今回の研修医まつり

の世話人を引き受けていただいた済生会山口総合

病院の中村　洋院長補佐の乾杯で歓談にうつった。

　懇親会途中で、毎年恒例の豪華賞品が当たるビ
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ンゴ大会が行われた。各病院や行政関係などから

入浴券からデジタル一眼レフカメラ、文房具セッ

トや iPad などが提供され、盛会であった。

　県医師会小田副会長の発声で会を終えた。

二日目 (8 月 28 日 )
グループワーク ( 発表編 )
「こんなとき、あなたなら・・・」
　県立総合医療センター研修医の藤本洋輔先生の

司会で、二日目が始まった。

前日、各グループで話し合われた内容の発表

が行われた。各グループの持ち時間は発表に約

10 分で、それぞれがスライドを用いて、要点を

ついた発表と討論が行われた。指導医からの質疑

やコメント等もあり、活発なやり取りで大変有意

義な討論が行われた。

閉会
　県医師会田中豊秋常任理事から閉会の挨拶が行

われ、第 3回山口県臨床研修医交流会の全日程

が終了した。

　今年も 8月 27 日、28 日に第 3回研修医交流

会が山口市のホテルかめ福にて盛大に開催されま

した。

私自身は今年で 2回目の幹事となり、今年は

新たに代表幹事補佐の仕事と昨年に引き続き総合

司会の仕事をさせていただきました。

　今年は 3月 11日に東北地方太平洋沖地震が起

こり、JMAT が始動した震災の年でもありました。

そんな震災における亜急性期の医療、JMAT に

携わった宇部記念病院の野村真治先生を特別講演

講師に招きお話しいただきました。

野村先生の話術もさることながら、現地でし

かとることができない写真が沢山スライドで登場

し、活動されている先生方の思いまで伝わるよう

な特別講演でした。

参加した研修医が食い入るようにスライドに

集中していた姿が印象的でした。

　また、特別講演後のグループワークは、「こん

なとき、あなたなら･･･」というテーマで他の研

修医と、研修生活や日常、最近の医療のさまざま

な問題に対してディスカッションを行いました。

私たちのグループでは、他の病院の研修医や

第 3回研修医交流会を終えて

[ 記 : 山口赤十字病院研修医　安岡　和昭 ]
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参加された学生さんと「被災地への災害派遣に研

修医や医学生は必要か」というテーマでディス

カッションしました。

私自身が山口赤十字病院で研修していること

から、3月 14 日から 3月 18 日まで災害派遣に

同行させていただきました。

そういう経緯もあり、当時の状況も交えなが

ら話合いを行いました。

ディスカッションの中では、研修医や学生が

行くと足手まといになるのではないかという意見

も学生さんや数人の研修医の方から出ました。

私は研修医として災害救護に参加しましたが、

上級医の先生や看護師さんなど他のスタッフの方

と協力して行動すれば決して被災地で足手まとい

になることはなく、研修医でも十分に力になれる

ことを意見として出しました。

グループワークではさらに、「今後起こりうる

東南海地震や南海地震に向けて災害救護に行くた

めに日常からどのような準備を行ったらよいか」

というテーマにまで言及し話し合うことができま

した。

1時間半の制限時間も活発な討論の結果あっ

という間に過ぎてしまったように感じました。

2日目には各班のテーマの発表もあり、どの

グループも研修医同士意見を出し合うことで、深

くまで考えることができており、とても面白い発

表を多くきくことができました。

幹事会で下準備を行っている段階では、それ

ぞれのプログラムに対して、きちんと確定してい

ないことも多く、本当に当日進行がスムーズにい

くのか直前まで不安がありました。

しかし、各幹事の先生方がそれぞれの役割の

中で尽力して下さり、また、医師会や世話人の先

生方や、山口大学の先生方のご協力もあり、当日、

2日目は過去 2回と比べても遜色なく大成功に終

わることができました。

今回の研修医交流会を通して最も印象に残っ

た言葉として、夕方から行われた交流会の時の「県

内の研修医が全員集まれるようなイベントを行っ

ているのは山口県だけだ」という内容のお話しが

ありました。

これは本当に貴重なことなのだと当日感じる

ことができました。

同じ様な境遇の中で頑張っている他の病院の

研修医の先生と交流する、意見交換する中でさま

ざまな刺激を受けたり、励ましあったり、これか

らの研修を行う上でのモチベーションのようなも

のまで抱くことができました。

今後も研修医交流会は続くと思います。

これからもこの研修医交流会の場が山口県の

研修医の一人ひとりにとってこれまでの、そして

これからの研修生活のモチベーションを上げるよ

うな会であってほしいと願っています。

そして今後も、日々の仕事を一所懸命に行うこ

とで山口県、日本の医療を支

えることができるような医師

を目指して歩んでいきたいと

思います。

　最後になりましたが、研修

医交流会を支えてくださった

すべての方に心より感謝の気

持ちを表し、簡単ではござい

ますが、筆を置かせていただ

きたいと思います。ありがと

うございました。
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　去る平成 23 年 7 月 3日 ( 日 )13 時より恒例の本

年度県医謡大会が、山口市医謡会担当で山口市湯田

温泉割烹福助の大広間において施行されました。

　ご参加出演いただきました会員の先生と奥様

は、出演番組表の通り 14名でございました。遠

路ご来駕いただき、見事な謡や仕舞をご披露され、

盛大裡に終演しましたこと感謝に堪えません。

　昔日からの記録によりますと、昭和 20 年代か

らの県医謡会の発足があり、県医会員 7地区の同

好の諸先輩並びに奥様方の熱意ある親睦同好会と

して生まれたものとお聞きしています。発起人で

ある諸先生方は、皆プロの師匠に指導を受けられ

たと思いますが、県医謡大会にはプロをお呼びせ

ず、県医会員とその家族一同の親睦同好会として、

現在まで継承されてきたものと承っております。

　諸先輩先生方のご努力の賜で過去 35 年から 40

年前ころは、7地区の担当お引き受けが毎年変わ

り、和やかな趣味同好会として数十人の先生やご

家族の皆様がご参加いただき、盛大でございまし

た。ご承知の通り昨今は、勤務、家族、経済、趣味、

生活方針の激変等により同好会の衰退があるのは

承知しておりますが、諸先輩の発起された医謡会

を解散することは忍び難いものがあります。

　今後少しでも医謡会のような古典にご趣味をお

持ちの先生やご家族の皆様がおられましたら、何

卒ご参加の程よろしくご高配願い申し上げます。

　なお、第 70回山口県医謡大会は防府医謡会の

お引き受けにて、記念会として開催することに決

定しております。ご趣味、興味ある先生方はご遠

慮なくお出かけください。

第 69回山口県医謡大会
と　き　平成 23年 7月 3日 ( 日 )

ところ　割烹　福助　
[ 報告 : 山口市医師会　浅野　孝 ]
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れるように、県や県医師会が大いにリーダーシッ

プを発揮されることが望ましい。

2. 板橋区医師会病院（東京都）
「板橋区医師会病院の地域社会への貢献」

板橋区医師会病院長　泉　裕之
板橋区は東京 23区の西北に位置し、人口は約

53.6 万人である。板橋区医師会は 539 人の会員

を擁し、看護学校、訪問看護ステーション、居宅

介護支援事業所、地域包括支援センター、医療連

携センター、夜間応急こどもクリニック等と並ん

で医師会病院を運営している。板橋区医師会病院

は昭和 41 年に開院し、47 年に 100 床の総合病

院として高島平に移転開院し、現在は 199 床の

急性期型の病院として開設されている。診療科は

内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、泌尿

器科、眼科、皮膚科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、

リハビリテーション科の 11 診療科と健診セン

ターで構成されている。常勤医師数は 24名であ

り、この他に大学病院等からの非常勤医師が診療

に当たっている。

　区内には二つの大学附属病院を始めとし、39

の病院が開設されている。このような地域におい

て医師会病院が存在する意義としては、他の医療

機関以上に地域社会に貢献することが重要であ

る。地域社会への貢献としては、まず第二種福祉

事業があげられる。これは生計困難者のために、

無料又は低額な料金で診療を行う事業である。開

放型病院として会員の施設との連携を重要視し、

医療の継続を心がけている。高齢化が進む中、在

宅医療の重要性が増しているが、当院では従来か

ら在宅患者登録制度を実施し、さら

に板橋区の事業である在宅緊急一時

入院病床確保事業を行っている。ま

た、子育て支援の一環として病児保

育を行っている。このほかにも現在

不足気味である小児医療、産科医療

を行い、さらに二次救急、学童検診、

看護師復職支援、災害医療への参加

など、地域社会に貢献する多くの事

業を行っている。

病院の建物は老朽化が進み、耐

震補強を含めて大きな改修が必要に

なったが、地域医療を考えると休診することはで

きないため、ほぼ通常の診療を続けながら耐震補

強工事を行っている。

3. 都城市郡医師会病院（宮崎県）
｢医師会と行政が協力して支える救急医療体制 ｣
　　―都城地域健康医療ゾーン整備事業―

都城市北諸県郡医師会長　夏田康則
都城市は宮崎県の南西部に位置し、人口は約

17 万人、隣接する鹿児島県域を含めると医療圏

人口は約27万人である。都城市郡医師会病院（以

下、医師会病院）は、昭和 60年に都城救急医療

センター（以下、救急センター）及び都城健康サー

ビスセンター（以下、健康センター）とともに市

内南部の現在地に開設された。都城市北諸県郡医

師会（以下、医師会）が医師会病院を、そして都

城市が救急センターと健康センターを設置し、当

初より３施設とも医師会が運営をしている。開設

後、特に救急医療については、昼間は会員の施設

で診療し、夜間は救急センターで一次救急を行う

が、二次救急以上は後方支援病院である医師会病

院で対応している。さらに健康センターの検査部

門が加わることで、当地域の救急医療体制の要と

して３施設が一体的に機能している。

　医師会病院（現在 172 床）が開設されて、す

でに四半世紀が経過し、施設の老朽化が進み、ま

た患者の療養環境の悪化などが度々指摘されるよ

うになった。このため、会員や職員から新築を望

む声が上がったが、現在地での新築は敷地に余裕

がないこともあり、医師会内では新築移転の検討

が行われ、平成 16年より市への働きかけがなさ
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医師年金のおすすめ

◆日本医師会が会員のために運営する年金です。　　◆

◆会員医師とご家族の生涯設計に合わせた制度です。◆

制度設計から募集、資産運用等のすべてを日本医師会で運営しています。

◆◆◆　医師年金の特徴　◆◆◆

その１　積立型の私的年金
●掛金として積み立てた資金を、将来自分の年金として受け取る制度です。
●公的年金のように若い人の掛金で老人を支える制度ではありません。

その２　希望に応じて自由設計
●医師年金は掛金に上限がなく、いつでも増減が可能です。
●余剰資金をまとめて掛金とすることもできます。

その３　受取時期や方法が自由
●年金の受給開始は、原則 65歳からですが、75歳まで延長できます。
　また、５６歳から受給することも可能です。
●年金のタイプは、受給を開始する際に選択できます。
　（15年保証期間付終身年金、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金）

その４　法人化しても継続可能
●勤務医・開業医（個人・法人）に関係なく、日医会員であるかぎり継続的
　に加入できます。

＜問い合わせ先＞　資料請求、質問、ご希望のプランの設計等何でもお気軽にご相談

ください。　

　日本医師会　年金・税制課

TEL：03(3946)2121( 代表 )　　　　　　FAX：03(3946)6295

（ホームページ：http://www.med.or.jp/）　　(E-mail：nenkin@po.med.or.jp)

◆◆◆　医師年金の特徴　◆◆◆

その１　積立型の私的年金
●掛金として積み立てた資金を、将来自分の年金として受け取る制度です。
●公的年金のように若い方の掛金で老人を支える制度ではありません。

その２　希望に応じて自由設計
●医師年金は掛金に上限がなく、いつでも増減が可能です。
●余剰資金をまとめて掛金とすることもできます。

その３　受取時期や方法が自由
●年金の受給開始は、原則 65歳からですが、75歳まで延長できます。
　また、56歳から受給することも可能です。
●年金のタイプは、受給を開始する際に選択できます。
　（15年保証期間付終身年金、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金）

その４　法人化しても継続可能
●勤務医・開業医（個人・法人）に関係なく、日医会員であるかぎり継続的
　に加入できます。

ブルーページここまでっ
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本年 6月に日本医師会医療事故調査に関する検

討委員会より「医療事故調査制度の創設に向けた

基本的提言について」の提言集が出されました。

これは、平成 22年 12 月 24 日に、日本医師会長

よりの諮問を受けた当委員会よりの答申でありま

す。この提言の目標は、国民が安心と信頼をもっ

て医療を受けることのできる医療提供者の基本的

姿勢で、医療事故制度を自ら創設するであります。

委員会における議論の基調として、①医療事故の

原因を究明し、再発を防止する制度の確立、②医

療事故は刑事司法の問題としない、③医療調査制

度は第三者より中立性が担保され、社会から受け

入れられる制度、④本制度の創設は、医療者と受

療者双方に信頼関係が構築されるような安定した

ものでなければならないという 4点を共通の論点

として提言がなされているようです。提言の本文

は、①基本的な考え方、②すべての医療機関に院

内事故調査委員会を設置する、③医療界、医学会

が一体的に組織・運営する「第三者的機関」によ

る医療事故調査を行う、④医師法 21 条の改正を

行う、⑤ ADR の活用を推進する、⑥患者救済制

度を創設するという 6項目からなるもので、これ

に加えて 6項目の補足説明がされているものであ

ります。詳しくは、提言集をご覧ください。この

補足説明で、ADRの活用を推進する中に、茨城県

医師会医療問題中立処理委員会の取り組みが紹介

されています。この委員会の取り組みは平成 18

年から開始され、①受療者側と医療者側が話し合

える場を提供し、問題処理への支援を行う、②医

療機関の責任の有無を判定したり、賠償額を決定

する機関ではない、③弁護士、市民代表、医師会

員の 3名がメディエーターとなり、医療者側と

受療者側の話し合いを重要視するなどの特徴を有

している機関で、当委員会も高く評価していると

紹介しています。山口県医師会は、現在行ってい

る医事案件調査専門委員会が ADR の機能を十分

に果たしていると思っています。今後の課題とし

ては、この委員会に完全に中立的な第三者（市民

代表等）の委員を入れるかどうかであります。私

としては、委員として入ってもらうことには賛

成であります。メディエーターに関しては、その

必要性には十分に理解しているつもりですが、医

師会がその養成をするかどうかは別として、県内

のメディエーター数は非常に少なく、養成に力を

入れていかなければならないと思っています。昨

年に日本医療メディエーター協会中国支部が設立

され、メディエーターの養成を行っているところ

です。ここで言っているメディエーターは、あく

まで医療者側と受療者側との対話の促進でありま

して、責任の有無、調停等のことには一切関与し

ません。メディエーターのほとんどは院内の看護

師が多く、自院の案件に限られています。他の組

織のメディエーターが当該病院に来てメディエー

ション活動を行うことは、法律的な問題もあり、

できません、ましてや業をなすこともできません。

現在のところ、この養成に関しては、主に大きな

病院で行われていますが、中小病院及び診療所に

おいても、決して他人事ではないように思います。

　社会保障・税一体改革に盛り込まれた受診時定

額負担の件ですが、日本医師会は断固反対で、横

倉日医副会長は「国民運動として阻止する」と表

明されています。山口県医師会としての態度はま

だ決定されていませんが、多分、反対となるので

はないでしょうか。国民運動、県民運動となると

皆様方のご協力をお願いすることになろうかと思

います。その節はよろしくお願いします。

　8月 11日に平成 23 年度山口県医師臨床研修推
進センター助成事業選考委員会がありまして、指
導医・後期研修医等国内外研修助成事業について、

5件の申請があり、協議の結果、5件すべての助

成が決定されました。しっかりと研修してきてく

ださい。国内外からの指導医招へい事業では、山

口大学医学部附属病院よりの申請があり、助成す

ることに決定しました。沖縄県立中部病院より 2

名の指導医を招へいすることになりました。8月

27 日から 28 日の 2 日間に、第 3 回山口県臨床
研修医交流会（研修医まつり）がありました。こ
の会は、年々盛況となり、懇親会での景品も豪華

となっています。参加数は、研修医 82 名、指導

医等 45名でありました。詳しくは会報 (920 頁 )

をご覧ください。

　8月 28 日に、おいでませ！山口国体・山口大
会救護班全体講習会があり、来る山口国体・山口
大会の救護に関する説明・講習でありました。午

前、午後と非常にタイトな講習会となったようで

す。参加者は医師 67名をはじめとして計 143 名

副会長

小

田

悦

郎
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死体検案数と死亡種別（平成23年8月分） 

23

自殺 

病死 

他殺 

他過失 

自過失 

災害 

その他 

87

6
5

でありました。

　9月 3日に山口県医師会産業医研修会・山口県
健康スポーツ医学再研修会がありました。この研
修会は、毎回土曜日に開催しておりますが、参加

人数が非常に多く、補助席を出すほどの盛況であ

ります。関心のほどがうかがえます。誠にありが

とうございます。

　前号にもご報告しましたように、勤務医問題
対策懇談会を 9月 6日、9月 9日に開催、防府、
宇部に訪問してまいりました。主な内容は、勤務

医の医師会加入促進であります。特に日医への加

入が悪く、8月 1 日現在で 2,080 名となってい

ます。ぶっちゃけた話、2,000 名を切りますと、

日医代議員 5名が 1名減の 4名となることにな

り、それだけ日医への発言権が弱まることになり

ます。勤務医の先生方には、ぜひ医師会（特に日

医まで）に入ってもらって、勤務医の現状を訴え

てほしいと思っています。今後も何度でも訪問し

て、お願いすることにしています。

　9月 11 日に第 121 回山口県医師会生涯研修セ
ミナー・平成 23年度第 3回日本医師会生涯教育講
座がありました。2題の特別講演とシンポジウム
の内容でありました。詳細は会報に掲載予定です。

　最近、そろそろ寝ようと寝室に行くと、私のベッ

ドに先約がいます。急に朝晩が冷えてきたからで

しょうか、ベッドの真ん中の一番いいところに猫

が寝ています。もともとあまり猫が好きではない

ので、部屋から投げ出しドアを閉めて寝ますが、

家族の話によると私がいない日も寝ているそうで

す。まだ1歳ちょっとのオスで、早々に去勢され、

「最近は外飼いの猫は問題がある（近所でのトイ

レの処理や、悪さなどらしいです）」という理由

で室内で娘に溺愛されている我儘放題の「箱入り

息子（？）」ですが、妻よりも娘よりも私のベッ

ドで寝るというかわいい所のあるヤツです。

そこでふと思い出しましたが、そういえば、現

在寝たきり（4か月突入）の犬も、まだ階段を駆

け上るくらい元気なときは、いないと思うと私の

ベッドで寝ていました。大型犬なので、完全に占

拠されながら、端っこで小さく寝ていたなぁ。

わが家の男は（去勢したとしても）男の気持

ちがわかるのでしょうか。以前飼っていた猫（メ

ス）は私のベッドで寝ていたことはありません。

同じ匂いがするのか、なんなのか。

　それでも猫と一緒に寝る気にはなれませんが･･･。

（猫は仕方なく？娘と一緒に寝ています）

　

県
医
師
会
の
動
き　

死体検案数掲載について

山口県警察管内発生の死体検案数
自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

Aug-11 23 87 5 6 121
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　岩国で開業して 20年くらいになります。開業

当時書いた文章を読んでみました。

20年前の若い私の写真と当時の文章。

治療して治った患者さんに喜ばれて、とても

嬉しかったこと、大学で学んだことを生かして、

真摯に地域医療に取り組みたいとの気持ちが書い

てありました。

まだ岩国では女性の医師が珍しくて、「あんた

が先生かね。」、とか、診察がもう済んだのに「看

護師さんにしか診てもらってない。」、「本当にあ

んたに治せるのか。」などいろいろ言われること

がありました。

しかし、振り返ってみて、開業してからの 20

年間、女性だからといって診療していく上で困っ

たことはおそらく一度もありません。

東京女子医大出身の私は、当時学長であった

故吉岡守正先生が入学式や卒業式などの折々に、

「君たちが社会に出て、医師としてやっていくた

めには、男性医師の 2倍も 3倍も頑張らなくて

はならない。」とよく言っておられるのを聞いて

いました。

その時はそんなものかと軽く考えていました

が、医師として男性女性の差はなく、ずっと平

等であると信じていたのに、ある時、「どうして

女性には子供を育てるという大事な仕事があるの

に、それを放棄してまで研究などするのか。」な

どと聞かれて悩んだことや、子供ができてからは、

研究しながらの家庭と仕事の両立が辛く、体を壊

しそうになったこともありました。

しかし、「そんなに仕事をしたかったら、こう

すればいい。」いつもそういってくれた先生たち

がいました。

最近、皮膚科の地方会でも若い女性の医師が

とても良い発表をしています。一昔前にはあまり

見られなかったことです。若い先生方には、お互

い助け合っていこうという気持ちがみられ、女性

がより本来の才能を発揮できるような環境になっ

てきたのではないかと思います。

私の父も開業医でしたが、母が父に「お医者

さんが言う言葉は普通の人が言うのと雲泥の差が

ある。お医者さんに励ましてもらったり、褒めて

もらったら、どれだけ嬉しいか。そう思って言っ

てあげたら。」とよく言っていたのをそばで聞い

ていました。

若い頃、医師として一人前になりたいと願い、

患者さんに頼りにされるような思いやりのある

医師像を目指していました。当時は、患者さんが

治って喜んでくれることが、自分の幸せや充実感

になっていることに気付いてなかったように思い

ます。

　私には、今まで感銘を受けた医師が数多くいま

す。

「医者の使命は病気を予防することにある」と

した北里柴三郎、風土病とされていたイタイイタ

イ病を生涯かけて追求した荻野昇、長崎で自ら被

爆しながらも被爆した患者さんを診療し続けた永

井隆、アフガニスタンの用水路を作り、医師とし

ての活動もされている中村哲など、皆、地域の人々

のために広く尽力した人々です。

東北の震災以来、しばらく無力感というか、

何もできない自分に対して罪悪感というものを感

じていました。

これからも初心を忘れないように、思いやり

のある医師を目指してやっていきたいと思いま

す。

岩国市医師会　齋藤由希子

女性の医師として　
















